
農地の貸出等を希望する方・耕作地の拡大等をしたい方へ 

 

農地の利用促進、耕作放棄地の解消等を目的として、農地の耕作にお

困りの方と経営規模の拡大等を検討されている方との貸借等につなげる

ため登録制度（貸出等希望農地情報提供制度）を開始します。 

村内における農地を貸したい（売りたい）、耕作農地を増やしたいな

どの意向がある方は、中島村農業委員会までご相談ください。 

なお、貸出等を希望される農地については、今後、中島村のホームペ

ージにおいて公開し、耕作希望者（登録要）とのマッチングを進めて

いきます。 

 

 

手続き等の流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【中島村農業委員会 TEL０２４８－５２－３４８７ FAX５２－２１７０】 

①事前 
相談 

 

 

農地情報及び 

意向等の確認 

 

 

 

 

 

対象とする農地 

・１，０００㎡
以上の農地 

・現に耕作され
ている農地 
※休耕地の場合耕
起が容易であるこ
と 

・貸借、売買手
続きにあたり
支障が無い農
地 

・農地転用の計
画が無い農地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 録 要 件 

・地域計画に含
まれる農業者
の方（見込み
の方） 

・この先５年以
上営農を継続
する方。 

 ※経営継承も含む 

 

 

 

 

 

 

 

①事前 
相談 

③情報登録 
・農地情報の登録 

   ↓ 
農地情報の公開 

（ホームページ等） 
 

・耕作農地を増やし

たい方の登録 

 

 

⑤貸借等の要件調整 
当事者間で交渉を実施 

※交渉成立後は農業委員会における

手続きが必要となります。 

④農地情
報等の
提供 

②登録 
申込 

 

②登録 
申込 

 

④耕作者
情報等
の提供 

農地を貸したい・
売りたい方 

村農業委員会 
耕作農地を増や
したい方 


